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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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就
業
機
会
の
確
保
と
は
「
仕
事
に
就
け
る
機
会
を
確

実
に
手
に
入
れ
る
こ
と
」
を
い
い
ま
す
が
、
人
事
で
は

「
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
」
と
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
用
語
で
す
。
本
稿
で
も
高
年
齢
者
雇
用
に
特
化

し
て
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
の

選
択
肢
は
さ
ま
ざ
ま

高
齢
者
の
雇
用
推
進
や
活
躍
で
き
る
環
境
整
備
を
図

る
た
め
の
法
律
と
し
て
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
※１
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
で
は
60
歳
以
上
の
雇
用
に
つ
い
て
、
大

き
く
二
つ
の
定
め
を
し
て
い
ま
す
※２
。

一
つ
目
は
、65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
（
義
務
）
で
す
。

こ
こ
で
は
、
事
業
主
に
対
し
て
60
歳
未
満
の
定
年
禁
止

と
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
を
義
務
と
し
て
実
施
す

べ
き
と
定
め
て
い
ま
す
。
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
に
つ

い
て
は
、
①
65
歳
ま
で
の
定
年
引
上
げ
、
②
定
年
制
の

廃
止
、
③
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
（
雇
用
し
て
い

る
高
齢
者
を
、
本
人
が
希
望
す
れ
ば
定
年
後
も
引
き
続

い
て
雇
用
す
る
、「
再
雇
用
」
な
ど
の
制
度
）
の
い
ず

れ
か
の
措
置
を
と
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
65
歳
か
ら
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確

保
（
努
力
義
務
）
で
す
。
こ
こ
で
は
、
事
業
主
は
次
の

い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
①
70
歳
ま
で
の
定
年
引
上
げ
、

②
定
年
制
の
廃
止
、
③
70
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
、

④
70
歳
ま
で
継
続
的
に
業
務
委
託
契
約
を
締
結
す
る
制

度
の
導
入
、⑤
70
歳
ま
で
継
続
的
に
社
会
貢
献
事
業（
事

業
主
が
自
ら
実
施
す
る
社
会
貢
献
事
業
、
事
業
主
が
委

託
・
出
資
等
す
る
団
体
が
行
う
社
会
貢
献
事
業
）
に
従

事
で
き
る
制
度
の
導
入
の
五
つ
で
す
。

①
〜
③
は
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
と
年
齢
が
異
な
る

だ
け
で
同
一
の
内
容
に
見
え
ま
す
が
、
③
の
継
続
雇
用

に
つ
い
て
は
継
続
雇
用
の
範
囲
が
65
歳
未
満
は
自
社
ま

た
は
特
殊
関
係
事
業
主
（
自
社
の
子
法
人
、
親
法
人
、

関
連
法
人
等
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
65
歳
以
上
70
歳

未
満
は
こ
れ
ら
に
加
え
、
特
殊
関
係
事
業
主
以
外
の
他

社
も
範
囲
に
含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
④
⑤
に
つ
い
て
は
65

歳
ま
で
の
雇
用
確
保
に
は
な
い
選
択
肢
で
す
。
ま
た
、

①
〜
③
は
直
接
雇
用
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
④
⑤
は
雇

用
は
し
な
い
も
の
の
就
業
機
会
を
提
供
す
る
と
い
う
点

が
異
な
り
ま
す
。
特
に
④
に
つ
い
て
は
、
事
例
と
し
て

も
実
際
に
増
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
個
人
事
業
主
と

し
て
起
業
し
、
得
意
と
す
る
業
務
の
遂
行
や
成
果
に
対

し
て
報
酬
を
受
け
取
る
業
務
委
託
契
約
を
在
籍
し
て
い

た
会
社
や
複
数
の
会
社
か
ら
得
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

す
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
雇
用
に
よ
ら
な
い
選
択
肢
を

と
る
場
合
、
事
業
主
に
は
、
制
度
に
関
す
る
計
画
を
策

定
し
過
半
数
労
働
組
合
な
ど
の
同
意
を
得
て
、
計
画
を

周
知
す
る
手
続
き
を
行
っ
た
う
え
で
、
個
々
の
高
齢
者

と
業
務
委
託
契
約
な
ど
を
締
結
す
る
創
業
支
援
等
措
置

を
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

「就業機会の確保」

※1　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
※2　本連載第２回（2020年7月号）「定年」をご参照ください　https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/series.html

高
齢
者
こ
そ
柔
軟
な
働
き
方
が
必
要

働
き
方
の
選
択
肢
が
広
が
っ
て
い
る
点
が
70
歳
ま
で

の
就
業
機
会
の
確
保
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
で
す
が
、
こ

れ
は
高
齢
者
雇
用
を
考
え
る
う
え
で
参
考
と
な
り
ま
す
。

70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
が
努
力
義
務
化
さ
れ

た
の
は
、
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
施
行
さ
れ
た

２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
４
月
１
日
か
ら
と
近
年
の
こ
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と
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
、
65
歳
以
降
の

雇
用
に
つ
い
て
は
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
（
２

０
１
６
〈
平
成
28
〉
年
）、働
き
方
改
革
実
行
計
画
（
平

成
29
年
）、
成
長
戦
略
実
行
計
画（
２
０
１
９
年
）な
ど

国
の
大
き
な
方
針
を
定
め
る
計
画
や
会
議
な
ど
に
何
度

も
論
点
と
し
て
出
て
く
る
た
め
、
特
に
今
後
深
刻
化
が

見
込
ま
れ
る
人
手
不
足
解
消
の
重
要
課
題
と
し
て
考
え

ら
れ
て
き
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
共
通

し
て
い
る
の
は
、
高
齢
者
の
寿
命
や
健
康
・
身
体
能
力

の
観
点
か
ら
高
齢
者
の
就
業
率
は
現
在
よ
り
も
大
幅
に

高
い
水
準
に
な
る
余
地
が
あ
る
、
ま
た
多
く
の
高
齢
者

も
65
歳
を
超
え
て
も
働
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
に
、

高
齢
者
が
働
く
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
と
い
う
課
題
感

で
す
。
一
方
で
、
体
力
や
意
欲
差
が
大
き
く
、
介
護
な

ど
の
事
情
を
抱
え
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
フ
ル
タ
イ
ム
で

の
働
き
方
を
一
律
で
押
し
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

と
い
う
実
態
も
あ
り
ま
す
。こ
の
た
め
、高
齢
者
の
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
働
き
方
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
よ
り
多

く
の
継
続
的
な
就
業
を
う
な
が
し
た
い
と
い
う
意
図
が

70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
の
選
択
肢
が
広
が
っ
た

背
景
に
あ
り
ま
す
。

企
業
の
対
応
状
況
は
道
半
ば

最
後
に
、
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
に
対
す
る

企
業
の
対
応
状
況
を
見
て
い
き
ま
す
。
改
正
高
年
齢
者

※3　https://www.jeed.go.jp/elderly/data/manual.html

雇
用
安
定
法
の
施
行
か
ら
１
年
以
上
経
つ
「
令
和
４
年　

高
年
齢
者
雇
用
状
況
等
報
告
」（
厚
生
労
働
省
）
に
よ

る
と
、
70
歳
ま
で
の
就
業
確
保
措
置
を
実
施
済
み
の
企

業
は
27
・
９
％
（
前
年
よ
り
２
・
３
％
増
）、
ま
た
、
図

表
を
参
照
す
る
と
66
歳
以
上
ま
で
働
け
る
制
度
の
あ
る

企
業
の
な
か
で
も
、
基
準
該
当
者
66
歳
以
上
の
継
続
雇

用
制
度
と
い
う
65
歳
以
上
の
希
望
者
全
員
を
必
ず
し
も

対
象
と
し
な
い
制
度
を
用
い
て
い
る
会
社
は
11
・
８
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
改
正
高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
の
意
図
す
る
対
応
が
で
き
て
い
な
い
企

業
が
ま
だ
ま
だ
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
「
努
力
義
務
」

で
あ
る
た
め
喫
緊
の
課
題
と
は
と
ら
え
て
い
な
い
企
業

が
あ
る
こ
と
と
、
対
応
は
し
た
い
が
健
康
面
や
働
き
方

の
観
点
か
ら
不
安
が
あ
り
実
行
に
移
す
の
が
不
安
と
い

う
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
後
者
の
場
合
に
は
、「
70

歳
雇
用
推
進
事
例
集
」（（
独
）
高
齢
・
障
害
・
求
職
者

雇
用
支
援
機
構
〈
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
〉）※ 3
、「
シ
ニ
ア
が
輝
く

職
場
を
め
ざ
し
て
」（
東
京
都
産
業
労
働
局
）
な
ど
の

企
業
に
お
け
る
具
体
的
な
事
例
を
参
考
に
す
る
、
高
齢

者
雇
用
の
専
門
家
で
あ
る
Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
の
70
歳
雇
用
推
進

プ
ラ
ン
ナ
ー
や
高
年
齢
者
雇
用
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
相
談

や
助
言
・
提
案
を
受
け
る
こ
と
な
ど
で
、
実
施
に
向
け

た
一
歩
が
ふ
み
出
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

＊　
＊　
＊

次
回
は
「
両
立
支
援
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

高
齢
者
こ
そ
柔
軟
な
働
き
方
が
必
要

働
き
方
の
選
択
肢
が
広
が
っ
て
い
る
点
が
70
歳
ま
で

の
就
業
機
会
の
確
保
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
で
す
が
、
こ

れ
は
高
齢
者
雇
用
を
考
え
る
う
え
で
参
考
と
な
り
ま
す
。

70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
が
努
力
義
務
化
さ
れ

た
の
は
、
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
施
行
さ
れ
た

２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
４
月
１
日
か
ら
と
近
年
の
こ出典：厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告」（2022年）

※  66 歳以上定年制度と 66歳以上の継続雇用制度の両方の制度を持つ企業は、「66歳以上定年」のみに
計上している。

※ 「その他66歳以上まで働ける制度」とは、業務委託等その他企業の実情に応じて何らかの仕組みで66
歳以上まで働くことができる制度を導入している場合を指す。

図表　66歳以上まで働ける制度のある企業の状況

301人以上
（37.1％）

21～ 300人
（41.0％）

全企業
（40.7％） 10.6％10.6％ 11.8％11.8％ 11.2％11.2％

3.9％3.9％

定年制の廃止定年制の廃止 66歳以上定年66歳以上定年
基準該当者 66歳以上の継続雇用制度基準該当者 66歳以上の継続雇用制度 その他 66歳以上まで働ける制度その他 66歳以上まで働ける制度

希望者全員 66歳以上の継続雇用制度希望者全員 66歳以上の継続雇用制度
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